
対象案件  （仮称）北広島市エコミュージアムセンター条例の制定について 

意見募集期間 平成 26 年 1 月 1 日（水）から平成 26 年 1 月 31 日（金）まで  

担当部署(問合せ先） 教育部 文化課 電話 011-373-0188 

意見提出件数 

意見提出者数  0 人  

意見提出件数  0 件  

 

提出のあった意見の概要  
市の考え方 

（案を修正したときは修正内容）  

 意見の提出はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正内容 

北広島市エコミュージアムセンターの名称募

集により、条例の題名を「北広島市エコミュ

ージアムセンター知新の駅条例」に修正しま

した。 

 

今後の予定 

平成 26 年第 1 回定例会に提案し、施行につ

いては広葉交流センターと同時期（平成 26

年 7 月 1 日）を予定しています。 

 


